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金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

令和元年 5月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第 1号

金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例の施行期日を定める規則

金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成31年条例第 2号)の施行期日は、令和元年10月 1日とする。

金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則をここに公布する。

令和元年 5月31日

⑨金沢市規則第 2号

金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

(趣旨)

金沢市長 山 野 之 義

第 1条 この規則は、金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成31年条例第 2号。以下「条例」という。)の

施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(避難支援等関係者)

第 3条 条例第2条第3号に規定する避難支援等の実施に携わる関係者で規則で定めるものは、次に掲げるものとす

る。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第2項に規定する地区社会福祉協議会

(3) 金沢市防災会議条例 (昭和37年条例第45号)第2条第 l号の金沢市地域防災計画に掲げる自主防災組織

(4) 金沢市消防団規則(平成 3年規則第 5号)第 2条第 2項に規定する分団

(避難行動要支援者の認定の申請等)

第4条 条例第3条第5号の認定を受けようとする者は、避難行動要支援者認定申請書(様式第 l号)により市長に

申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知する

ものとする。

3 前項の規定により条例第3条第 5号の認定を受けた者は、避難支援等の必要がなくなったときは、避難行動要支

援者認定事由消滅届出書 (様式第2号)により市長に届け出るものとする。
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4 市長は、第2項の規定により条例第3条第 5号の認定をした者について、前項の規定による届出があったときそ

の他避難支援等の必要がなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(避難支援等関係者による届出)

第 5条 条例第 3条第6号の規定による届出は、避難行動要支援者届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その内容を審査し、条例第 3条第6号の認定をしたとき

は、その旨を当該認定を受けた者に通知するものとする。

3 前条第 3項の規定は、前項の規定により条例第 3条第6号の認定を受けた者について準用する。

4 市長は、第2項の規定により条例第3条第6号の認定をした者について、前項の規定による届出があった場合そ

の他の場合で、避難支援等の必要がなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(名簿情報の提供の同意等)

第6条 条例第5条第2項の規則で定める方法は、避難行動要支援者名簿情報提供の同意確認書(様式第4号。以下

「確認書」という。)を市長に提出する方法とする。

2 条例第5条第2項ただし書の不同意の意思の表示は、確認書を市長に提出して行わなければならない。

3 条例第 5条第 2項本文の同意又は同項ただし書の不同意の意思の表示を撤同しようとする者は、新たに確認書を

市長に提出しなければならない。

(名簿情報の変更)

第 7条 避難行動要支援者名簿に掲載された者について、名簿情報に変更が生じたときは、その者は、避難行動要支

援者名簿情報変更届出書 (様式第 5号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、避難行動要支援者名簿に掲載された者について、前項の規定による届出があったときその他必要がある

と認めるときは、その者に係る名簿情報の変更をすることができる。

(協定に定める事項)

第8条 条例第6条第 1項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 避難支援活動に関する事項

(2) 名簿情報の提供に関する事項

(3) 名簿情報の管理の報告等に関する事項

(4) 名簿情報の保管に関する事項

(5) 名簿情報の利用の制限に関する事項

(6) 守秘義務に関する事項

(7) 協定に違反した場合の措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、名簿情報の管理に関し市長が必要と認める事項

(雑則)

第 9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、条例の施行の日(令和元年10月 1日)から施行する。

2 



令和元年(2019年)5月31日 号外第 2号 金沢市 公報

様式第 1号(第 4条関係)

避難行動要支援者認定申請書

年月日

(宛先)金沢市長

避難行動要支援者として認定を受けたいので、次のとおり申請します。

フ リ ガ ナ

氏 名 ⑮ 
'性 日リ

申 生 年 月 日 年 月 日
毛百主円

者 住 所
，--圏、、
三凹刃じP

※上記住所と異なる場合のみ記入疋，ー且~・

居 所
を
戸JιL 

連 電話番号tナ
絡先た FAX番号

し1

人 町 之コミ』 名
、、../

避難支 援等 を

必要とする理由

備考 申請者本人が署名する場合は、押印を省略できます。

申請 書 提出者
イ主 所

電話番号

(提出者が本人と異

なる場合のみ記入)
フリガナ 本人との

氏 名
s河f，5去三L 柄
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様式第 2号(第 4条関係)

避難行動要支援者認定事由消滅届出書

年月日

(宛先)金沢市長

避難支援等を要 しなくなったので、次のとおり届け出ます。

届 フ リ ガナ

出 氏 名 ⑮ 
者

生年 月 年 月日 日
〆'ー、
三阿刃仁.'
疋rムー・

住所又は居所
を
JEEえL 

け
て
し1

届出の理由
る
人
、、ーノ

備考 届出者本人が署名する場合は、押印を省略できます。

届出書提出者
住 所

電話番号

(提出者が本人と異

なる場合のみ記入)
フ リガナ 本人との

氏 名
Jが三E三 柄
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様式第 3号(第 5条関係)

避難行動要支援者届出書

年月日

(宛先)金沢市長

届出者住所

氏名

連絡先

⑮
 

次のとおり避難行動要支援者としての認定の必要があると認めるので、金沢市避難行

動要支援者名簿に関する条例第 3条第 6号の規定により届け出ます。

フ リ ガ ナ
'性 lJIJ 

氏 名

生 年 月 日 年 月 日

イ主 所
三仰刃い、

疋rムー，

※上記住所と異なる場合のみ記入
を 居 所
J戸ιL 

け
連 電話番号

る
rζ 絡

き
先 FAX番号

人 町 1コミ』 名

避難支援等を

必要とする理由

備考 届出者の住所及び氏名欄には、団体にあっては、事務所の所在地、 名称及び代表

者の氏名を記入 してください。
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様式第 4号(第 6条関係)

避難行動要支援者名簿情報提供の同意確認書

氏 名 性別 生年月日 年 月 日

住 所
連

電話番号

名 絡
簿 ※上記住所と異なる場合のみ記入 先
'情 居 所 FAX番号
幸民

小学校区 町 会名

避難 支援等を
高齢者 介護 障害 その他

必要とする理由

私は、上記の名簿情報が、災害の発生に備えて避難支援等関係者へ提供されることに

口 同意します

口 同意しません

年 月 日

(宛先)金沢市長

氏 名 ⑮ 

備考

1 該当する口の中にレ印を付けてください。

2 本人が署名する場合は、押印を省略できます。

同 ニd思t己、 確 三ロJ刃u、 書 住 所
電話番号

提 出 者

(提出者が本人と異 フ リガナ 本人との
なる場合のみ記入)

氏 名 続 柄
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様式第 5号(第 7条関係)

避難行動要支援者名簿情報変更届出書

(宛先)金沢市長

年月日

避難行動要支援者住所

氏名 ⑮ 

〔避難行動要支援者本人が署名する場合は 1 

押印を省略できます。 )

避難行動要支援者名簿の情報について変更があったので、次のとおり届け出ます。

(フ リガナ)
変更前

氏 名
(フ リガナ)

変更後

変更前

住所又は居所

変更後

変更前

連
電話番号

絡
変更後

先 変更前
FAX番号

変更後

変更前

その他の事項

変更後

備 考 変更のあった事項のみ記入 してください。

届出 書 提出者 住 所
電話番号

(提出者が本人と異
フリガナ 本人との

なる場合のみ記入)

氏 名 続 柄
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金沢市長士塀青少年交流センタ一条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

令和元年 5月31日

金沢市長 山 野 之

⑨金沢市規則第 3号

金沢市長土塀青少年交流センタ一条例の施行期日を定める規則

金沢市長土塀青少年交流センタ一条例 (平成31年条例第 5号)の施行期日は、令和元年 7月7日とする。

教育委員会規則

金沢市長士塀青少年交流センタ一条例施行規則をここに公布する。

令和元年 5月31日

⑨金沢市教育委員会規則第 1号

金沢市長土塀青少年交流センタ一条例施行規則

(趣旨)

金沢市教育委員会教育長 野 口

義

弘

第 1条 この規則は、金沢市長士塀青少年交流センタ一条例(平成31年条例第 5号。以下「条例」という。)の施行

に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第 2条 条例第 9条第 1項の規定により、金沢市長士塀青少年交流センター(以下「交流センター」という。)の交

流活動室、プレイルーム、多目的室、調理実習室、和室、音楽活動室、学習室、大集会室又は控室(以下 「交流活

動室等」という。)の使用の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、金沢市長土塀青少年交流セ

ンター使用申請書(様式第 1号。以下 「使用申請書」という。)により、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」

という。)に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(使用申請書の受付期間)

第 3条 使用申請書の受付期間は、次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、教

育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第7条に規定する活動団体(以下「活動団体」という。) 交流活動室等を使用する日 (以下「使用日」

という。)の 3か月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで

(2) 活動団体以外の団体 使用 日の 1か月前の 日の属する月の初日から使用 日の前日まで

(使用承認書の交付)

第4条 教育委員会は、交流活動室等の使用を承認したときは、金沢市長土塀青少年交流センター使用承認書(様式

第 2号)を申請者に交付する。

(情報通信を利用したシステムによる使用の申請)

第 5条 第 2条の規定にかかわらず、交流活動室等を使用しようとするものは、教育委員会が指定する情報通信を利

用した交流活動室等の使用を予約するためのシステムを通じて交流活動室等の使用の申請をすることができる。

2 前項の規定により、交流活動室等の使用の申請をしようとするものは、あらかじめ、教育委員会の登録を受けな

ければならない。

3 前項の登録は、登録を受けようとするものの申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。

4 第 1項の規定による使用の申請の受付期間は、第3条各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める期間と

する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5 教育委員会は、第 1項の規定による使用の申請を受理し、当該使用の予約を登録したときは、その旨を当該申請

をしたものに同項に規定するシステムを通じて通知する。

6 第 l項の規定による使用の申請をしたもので、次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、

これをもって、交流活動室等の使用の承認を受けたものとみなす。

(1) 次号及び第 3号に掲げるもの以外のもの 使用に先立ち交流活動室等の使用料(以下「使用料」という。)を

納付したとき。

(2) 活動団体 前項の規定による通知を受けたとき。

(3)条例第13条の規定により使用料を免除されたもの 当該使用料の免除に係る通知を受けたとき。

8 
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(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定に基づき使用料の減免を受けようとするものは、金沢市長土塀青少年交流センター使用料

減免申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(原状回復)

第 7条 交流活動室等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちに

交流活動室等の設備等を原状に復さなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印制物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(5) その他交流センターの職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第 9条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼす物品又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この規則は、条例の施行の日(令和元年 7月7日)から施行する。

9 
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様式第 1号(第 2条関係)

金沢市長土塀青少年交流センター使用申請書

(宛先)金沢市教育委員会

申請者所在 地

団体名

代表者氏名

年 月

金沢市長土塀青少年交流センターを使用したいので、次のとおり申請します。

行事の名称

使用の目的(内容)

使用人数

年月 日(曜日)

年月 日(曜日)

人

時 分から
時 分まで
時 分から
時 分まで

使用 の 日 時 | 年 月 日(曜日) 時 分から
時 分まで
時 分から

年月 日(曜日)
時 分まで
時 分から

年月 日(曜日)
時 分まで

使 用 時 間 区 分

イ吏 用 施 設 |午時(午か午前前ら正9 後時で(Fl午)か3桂後時らA午ま1 桂時で(Fl午)か5佳桂時らB午ま3 時桂で夜()午か7間後時らA午ま5 時桂で否()午か芝9防後時目ら白午ま7 後時で()午か全9前時ら日午ま~ I 摘
まで)

口交流活動室

口プレイルーム

口多 目 的 室

口調理実習室

口和 室

口音楽活動室

口 学 習 室 1 

口 学 習 室 2 

口 学 習 室 3 

口大 集 tZ三』三 室

口 控 室

使用 |連絡先

使 用 キヰ

備 考

備考 使用する施設の口の中にレ印を、使用時間区分にO印を記入 してください。

10 

日

要



令和元年(2019年)5月31日 号外第 2号 金沢市 公報

様式第 2号(第 4条関係)

収
年

第
月

号
日

金沢市長土塀青少年交流センター使用承認書

所在 地
団体名
代表者氏名 様

金沢市教育委員会 回

年 月 日付けで申請のあった金沢市長土塀青少年交流センターの使用
については、次のとおり承認します。

行事の名称

使用の目的(内容)

使用人数 人

使用

時 分から
年月 日(曜日)

時 分まで
時 分から

年月 日(曜日)
時 分まで

の日時 | 年 月 日(曜日) 時 分から
時 分まで

時 分から
年月 日(曜日)

時 分まで

時 分から
年月 日(曜日)

時 分まで

使 用 時 間 区 分

使 用 施
設 |時午(午かま午前前らで正)9 時後で(午午)か3後桂時らA午ま1 桂時で(午午)か5桂桂時らB午ま3 桂時で(夜)午か7間桂時らA午ま5 時桂で夜()午か9間桂時らB午ま7 時桂で(午)か9全前時ら日午ま9 捕

要

口 交 流活動室

口プレ イノレーム

口多 目 的 室

口 調 理実習室

口 和 室

口 音 楽活動室

口学 習 室 1 

口学 習 室 2 

口学 習 室 3 

口大 集 lτE 』 室

口控 室

使 用 責任者 |氏 名 | |連絡先

使 用 料

備 考
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令和元年(2019年)5月31日 号外第 2号 金沢市 公報

様式第 3号(第 6条関係)

金沢市長土塀青少年交流センター使用料減免申請書

年 月 日

(宛先)金沢市長

申請者所在地

団体名

代表者氏名 ⑮ 

〔申請者本人が署名する場合
は、押印を省略できます。

金沢市長土塀青少年交流センターの使用料の減免を受けたいので、次のとおり申請し

ます。

行 事の名称

使用の目的(内容)

使用の 日

時 分から
時 分まで
時 分から

年月 日(曜日)
時 分まで

時 | 年 月 日(曜日) 時 分から
時 分まで

時 分から
年月 日(曜日)

時 分まで

時 分から
年月 日(曜日)

時 分まで

年 月 日(曜日)

使 用 施
号-Ju

E又

使 用料の額 円

減 免申請額 円

申請の理由

令和元年(2019年)5月31日印制 発行人

令和元年(2019年)5月31日発行 発行所

定価 120円 印刷所石川県金沢市玉鉾 4丁目 166番地

市

所

栄
役

沢

市

共
沢

)株

金

金

(
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